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障発第0318001号

平成17年３月18日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う留意事項について」の一部改正について

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する

費用の額の算定に関する基準について、この実施に伴う取扱いについては、平成15年３月

24日障発第0324001号本職通知「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う留意事項について」によるところであるが、今般、同通知の一部を下記のとお

り改正し、平成17年４月１日から適用する。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づ

く技術的な助言であることを申し添える。

記

１ Ⅰの２の（３）から（７）までを（４）から（８）までとし （３）として、次のと、

おり加える。

（３）居宅介護の所要時間

居宅介護の単価については、所要時間３０分未満の身体介護中心型など短時間サー

、 、ビスが高い単価設定になっているが １日に複数回の短時間の訪問をすることにより

在宅介護のサービス提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の

生活パターンに合わせて居宅介護を行うものである。したがって、単に１回の居宅介

護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、居宅介護を１日に複数回算定する場

合にあっては、算定する時間の間隔は概ね２時間以上とする。別のサービス類型を使

う場合は、間隔が２時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型３０分→連続して

家事援助中心型３０分→連続して身体介護中心型など、単価設定の趣旨からはずれて

高い単価を複数回算定するようなサービスは不適切であり、この場合、前後の身体介

護を１回として算定する。なお、身体の状況等により短時間の間隔で短時間の滞在に

より複数回の訪問を行わなければならない場合はこの限りでない。

また、所要時間３０分未満で算定する場合の所要時間は２０分程度以上とする。
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２ Ⅰの２の（８）の次に（９）として、次のとおり加える。

（９）行動援護について

① サービス内容

行動援護が中心であるサービスは、知的障害により行動上著しい困難がある者に

対して、外出時及び外出の前後に、次のようなサービスを行うものである。

なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、

援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要がある。

（ⅰ）予防的対応

・ 初めての場所で何が起こるか分からない等のため、不安定になったり、不安

を紛らわすために不適切な行動がでないよう、あらかじめ目的地、道順、目的

地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち

着いた行動がとれるように理解させること

・ 視覚、聴覚等に与える影響が問題行動の引き金となる場合に、本人の視界に

入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに問題行動が起こるかを熟知し

たうえでの予防的対応等を行うことなど

（ⅱ）制御的対応

・ 何らかの原因で本人が問題行動を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安

全を確保しつつ問題行動を適切におさめること

・ 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった

不適切な行動、自傷行為を適切におさめること

・ 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの（例えば

自動車、看板、異性等）に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際

の対応

（ⅲ）身体介護的対応

・ 便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応

・ 外出中に食事を摂る場合の食事介助

・ 外出前後に行われる衣服の着脱介助など

② 単価適用の留意点

行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的に半日の範囲内にとどま

ると想定されるが、５時間以上実施されるような場合にあっては 「５時間以上単、

価」を適用する。

、 、 、また 行動援護は 主として日中に行われる外出中心のサービスであることから

早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。

③ その他

（ⅰ）行動援護は、１日１回しか算定できないものである。

（ⅱ）行動援護の支給については、居宅介護計画に沿ったものとし、突発的なニー

ズに対する支給は想定していない。


